
別紙１  

 

 

いじめ防止等のための体制 

 

                いじめ防止対策委員会 

 〈関係機構〉 報告・相談  【構成員】                対応方針 〈担任、学年主任   

・静岡県教育        校長 副校長 教頭 事務長 小中高主事         学部主事〉 

 委員会          生徒指導課長 養護教諭 保健主事           ・情報収集   

・児童相談所        ※必要に応じて、学校運営協議会委員、       ・事情聴取 

・警察     指導・助言   外部専門家  当該学年主任、担任       情報提供 

          ○年間取組計画の企画、実施、検証 

             ○情報の収集、記録、共有化 

             ○発生時の緊急会議開催、対応方針決定、対応 

             ○学校いじめ防止基本方針の策定、見直し 

 

                

        対応方針・役割分担                 情報提供・発生の報告 

        

                    全 教 職 員  

             《学級経営》          《校内研修等》 

             ・生徒理解            ・人権研修 

             ・集団づくり           ・授業実践、改善                                   

 

         支援・助言     相談      指導・支援       通報・相談     

 

               保護者         児童・生徒       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          


